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「2024 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

当社は、2024 年５月９日に発表いたしました「2024 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」

につきまして一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所には、下線を付して表示しており、数値データ（ＸＢＲＬデータ）については、 

訂正はございません。 

 

記 

 

１． 訂正の理由 

「2024 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に、連結財務諸表に関する注記事

項の（追加情報）（法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

の記載の一部に誤りがあることが判明したため、その記載の一部を訂正するものであります。  

 

２． 修正の内容（訂正箇所は、＿を付して表示しております。） 

〈添付資料 13 ページ〉 

 ４．連結財務諸表及び主な注記 

  （５）連結財務諸表に関する注記事項 

    （追加情報） 

 

   【訂正前】 

 

   （追加情報） 

    （法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正） 

     当社は、2023 年８月１日付で資本金を 100,000 千円に減資したことにより、法人事

業税の外形標準課税が不適用となりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負

債の計算に使用する法定実効税率は、2023 年４月１日に開始する連結会計年度以降に

解消すると見込まれる一時差異については 30.07％から 33.93％に変更しております。 

     この税率変更により、繰延税金資産と相殺後の繰延税金負債は 143,016 千円増加し、

当連結会計年度の法人税等(法人税等調整額)は、43,349 千円増加しております。 

     

 



【訂正後】 

 

   （追加情報） 

    （法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正） 

     当社は、2023 年８月１日付で資本金を 100,000 千円に減資したことにより、法人事

業税の外形標準課税が不適用となりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負

債の計算に使用する法定実効税率は、2023 年４月１日に開始する連結会計年度以降に

解消すると見込まれる一時差異については 30.07％から 33.93％に変更しております。 

この税率変更により、繰延税金資産と相殺後の繰延税金負債は 121,635 千円増加し、 

当連結会計年度の法人税等(法人税等調整額)は、21,968 千円増加しております。 

 

 

以 上 


